
働き方改革実行企業（よかばい・かえるばい企業）登録制度

福岡県内の事業所

　ポータルサイト、または FAXにてお申し込みください。

○登録制度の内容
　■企業・事業所が自社の働き方を見直すための取組を宣言し、実行するもの。
　　（登録企業数：1,643 社　令和７年３月 31日現在）
○登録のメリット
■登録企業・事業所は「福岡県働き方改革推進事業ポータルサイト」で
　よかばい・かえるばい企業として紹介します。　
　　※福岡県働き方改革推進事業ポータルサイト「働き方かえるばい！」
　　　https://hatarakikatakaeru.pref.fukuoka.lg.jp/
■登録後、県内４地域にある労働者支援事務所が、最新の助成金や無料相談会、セミナーの
情報を提供など、フォローアップを実施します。
■働き方改革に取り組むことで従業員の意欲が向上し、労働生産性アップや優秀な人材の確
保・職場への定着につながります。

福岡県福祉労働部労働局労働政策課　雇用環境係
TEL：092―643―3592　FAX：092―643―3588

お問い合わせ先

若者・女性・高齢者などの多様な人材が多様な働き方を選択でき、その意欲と能力を発揮できる魅力ある職
場づくりに取り組む企業を支援しています。

活用方法

対象者

内　容

人材を確保したい
在職者の方を対象にした受託生訓練のご案内

〇対象事業者（①～②に該当する方）
　①福岡県内に事業所を有する、自ら職業訓練を実施することが困難な事業者
　②新入社員教育や資格取得教育等を目的とし、各訓練コースの受講を希望する事業者
〇訓練受講対象者
　上記事業者本人並びに従業員

〇受託生訓練とは、県立高等技術専門校で実施する職業訓練において、事業者との契約のもと、
　在職者の方が一般の訓練生と一緒に受講する訓練です。
　そのため、受託生訓練は、平日の昼間に行います。
〇各訓練コースは、下記ホームページでご確認いただけます。
　福岡県の職業訓練で検索　　　　https://www.fukuoka-kunren.ac.jp/
〇受講料 無料 (但し教科書代や作業服代のほか、一部材料費が必要となることがあります。)

（※）本訓練受講には、事前に福岡県受託生訓練実施契約の締結が必要となります。
　　　契約事務手続には、２～３週間かかります。希望される訓練コース日程を事前に確認の上、
　　　ご依頼ください。

訓練開始までの流れ
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各校各科指導員
と内容・人数等の
詳細を協議

受託契約に係る
書類一式提出
（職業訓練依頼
書を含む）

　　　　校名
福岡高等技術専門校
戸畑高等技術専門校
小倉高等技術専門校
久留米高等技術専門校
大牟田高等技術専門校
田川高等技術専門校
小竹高等技術専門校

担当課
訓練課
訓練課
訓練課
訓練課
訓練課
訓練課
訓練課

問い合わせ先(連絡先）
092-681-0261
093-882-4306
093-961-4002
0942-32-8795
0944-54-0320
0947-44-1676
0949-62-6441

　　　　　　所在地
福岡市東区千早4丁目24-1
北九州市戸畑区東大谷2丁目1-1
北九州市小倉南区横代東町1丁目4-1
久留米市合川町1786番地の2
大牟田市大字歴木475番地
田川市大字糒2059番地
鞍手郡小竹町大字新多514番地の2

県立高等技術専門校（７校）では、働く皆様の自己啓発や企業における社員教育の一助となるよう、在職者の
方を対象にした受託生訓練を実施します。

活用方法

対象者

内　容

①申し込み手続き等：福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課（公共訓練係）

②訓練の内容等：各高等技術専門校へ直接お問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：０９２―６４３―３６０２（直通）

従業員を職業訓練に参加させたい

お問い合わせ先
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